
 令和８年度石川県献血推進計画 
 

この計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（平成 15 年７月 30

日施行。「新血液法」）第 9条に規定する血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を

図るための基本的な方針及び第 10条に規定する国の献血推進計画に基づき、本県に 

おける令和８年度の献血の推進に関する計画について定めるものである。 

 

１ 関係者の役割 

県、市町及び石川県赤十字血液センター（以下「血液センター」という。）は、協力

して、献血の必要性について広く県民の理解を求め、献血推進運動を展開する。 

 

（１）県は、献血に関する県民の理解を深めるための啓発や献血組織の育成など、献血

を推進していくために必要な施策を実施するとともに、血液センターによる献血の

受入が円滑に実施されるよう協力する。 

   

（２）市町は、国及び県と協力して、献血に関する住民の理解を深めるため普及啓発等

を実施するとともに、血液センターによる献血の受入が円滑に実施されるよう、献

血会場の確保等に協力する。 

                

（３）血液センターは、国、県及び市町が行う献血推進の取組に積極的に協力するとと

もに、県と協議のうえ献血受入計画を作成し、献血受入体制を着実に整備し、献血

者の受入に関する目標を達成するための措置を講ずる。 

 

２ 献血目標 

令和８年度に献血により確保すべき血液の目標量及び目標献血者数は、次のとおり

とする。若年層の献血者確保は、将来の献血基盤の確保の観点から非常に重要である

ため、目標とする年代別献血者数を定める。 

 

（１） 令和８年度の献血目標 （表１）  ※（ ）内は令和７年度目標値 

                          

① 血 液 量                     ２０,４４１ ﾘｯﾄﾙ  

                      （１９,７７７ ﾘｯﾄﾙ）    

                        

               ［ 内 訳 ］     全血献血        １０,５３５ ﾘｯﾄﾙ 

                       （１０,５９７ ﾘｯﾄﾙ） 

          

成分献血        ９,９０６ ﾘｯﾄﾙ 

                           （９,１８０ ﾘｯﾄﾙ） 
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②  献 血 者 数                      ４４,０２６ 人 

                          （４３,４３５ 人） 

 

             ［ 内 訳 ］   200mＬ献血            ６９５ 人         

                                       （１,０３２ 人） 

 

400mＬ献血               ２５,９８９ 人         

                            （２５,９７７ 人） 

 

                             成分献血               １７,３４２ 人  

                           （１６,４２６ 人） 

 

（２）月別献血目標 （表２） 

 

（３）年代別献血目標（表３） 

 

３ 供給計画 （表４）  ※（ ）内は令和７年度計画値 

令和８年度の輸血用血液製剤等の供給計画は、次のとおりとする。 

                         

（１）輸血用血液製剤         142,500単位（換算量  7,140 ﾘｯﾄﾙ） 

                  （147,000単位（換算量  7,320 ﾘｯﾄﾙ）） 

                                 

     ［ 内  訳 ］   全血製剤        ０単位（換算量     0 ﾘｯﾄﾙ）   

                      （０単位（換算量     0 ﾘｯﾄﾙ）） 

 

成分製剤    142,500単位（換算量  7,140 ﾘｯﾄﾙ）  

（147,000 単位（換算量   7,320 ﾘｯﾄﾙ）） 

 

（２）血漿分画製剤用原料血漿確保目標 

                             

            血  漿                  11,603 ﾘｯﾄﾙ 

（11,072 ﾘｯﾄﾙ） 

 

４ 献血推進事業計画 

 

（１）献血推進協議会等の開催 

  ア 石川県献血推進協議会の開催 

次年度の石川県献血推進計画等について協議を行う。 

イ 市町及び保健福祉センター献血業務担当課長会議の開催 

献血事業の諸問題及び市町献血計画等について協議を行う。 
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（２）献血の受入体制 

血液センターは、次の献血場所及び献血車により献血を受け入れる。 

また、県及び市町は、献血車による献血等の日程調整、そのための公共施設の提

供等献血の受入に協力する。 

ア 献血ルーム くらつき  ：日曜、祝休日を除く毎日受付 

イ 献血ルーム ル・キューブ：月曜日を除く毎日受付（祝休日の場合開設） 

  ウ 移動献血車       ：市町、公共施設、事業所等で受付 

 

（３）広報活動 

県は、市町及び血液センターと連携して、献血について、広く県民の理解と協力

を得るため、次の広報活動を実施する。 

ア 愛の血液助け合い運動 

  イ 年末年始愛の血液助け合い運動 

  ウ はたちの献血キャンペーン 

  エ 県、市町の広報による広報活動 

  オ 報道機関への資料提供による広報の実施 

  カ 献血啓発用チラシ､パンフレット等の作成､配布 

キ 公立図書館等での啓発しおりの配布（中学生献血ポスターの活用） 

  ク バス車内広告の実施（中学生献血ポスターの活用） 

  ケ ホームページを利用した広報の実施 

 

（４）若年層の献血推進 

県及び血液センターは、市町と連携して、若年層の献血への意識を醸成し、参加

意欲を向上するため、次の啓発事業等を行う。 

ア 小学生を対象とした啓発活動 

(ｱ) 夏休み親子献血教室の開催 

(ｲ) 献血啓発資材配布の配布 

イ 中学生を対象とした啓発活動 

(ｱ) 献血ポスターコンクールの実施 

（優秀作品をバス車内広告、啓発しおり・パンフレットに活用） 

   (ｲ) 献血セミナーの実施 

  ウ 高校生を対象とした普及啓発         

(ｱ) 高校生用献血読本の配布 

(ｲ) 献血セミナーの実施 

(ｳ) 高等学校献血指導者研修会 

  エ 大学生等若年層を対象とした普及啓発 

(ｱ) 大学祭開催時における啓発 

(ｲ) 各種学校、大学等での献血推進ボランティア等の育成 

 (ｳ) 各種学校、大学等での献血セミナーの開催 

(ｴ) はたちの集い等における二十歳を迎えた若者への啓発 
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（５）その他の普及啓発活動の実施 

   血液センターは、県及び市町と連携して、県内で開催される各種イベントに採血

車を現地に配車し、献血への協力を呼びかけるとともに献血思想の普及啓発に努め

る。また、近年需要が増大している免疫グロブリン製剤等の血漿分画製剤について、

献血から得られた血液を原料とすることや、多くの疾患の治療に欠かすことができ

ないことを普及啓発資材等で周知する。 

 

（６）献血推進組織の育成及び献血の推進 

県及び血液センターは、献血推進団体等の育成と連携強化に努め、地域、職域、

学域における献血推進を図る。 

ア  献血推進団体との連携推進 

血液センターは、献血推進団体の協力を得て、献血者及び献血会場の確保等に努

めるとともに、当該団体に対し献血に関する情報提供等を継続的に実施するなど支

援を行う。 

イ  企業・事業所・団体（以下「企業等」）における献血の推進 

   血液センターは、献血に積極的に参加・協力する企業等である献血サポーター（登

録企業等：令和７年 12 月末現在 415 件）の周知を図り、参加企業等の増加に努

めるとともに、県と連携して、次の取組により企業等における献血の実施拡大に努

める。 

(ｱ) 企業等に献血推進を呼びかけ、従業員、特に若年層におけるボランティア活

動としての献血協力への支援を要請 

(ｲ) 企業等に向けた献血セミナーの実施 

(ｳ) 献血会場の周辺事業所等への協力呼びかけ 

ウ  保健所、市町との連携強化   

 血液センターは、保健所及び市町と連携を図るため、献血に関する意見交換会を

開催するとともに、地域における献血推進の普及啓発への協力を依頼する。 

エ  献血推進ボランティアの育成強化 

血液センターは、献血推進ボランティアを随時募集し、応募者の研修実施後に、

献血ルームでの献血者への対応や複数回献血への協力呼びかけ等を行っていただ

く。 

  オ 学生献血推進委員会との連携強化 

血液センターは、石川県学生献血推進委員会と連携し、若年層に献血の重要性を

積極的に情報発信する。 
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（７）血液製剤の安全性確保対策 

血液センターは、全ての献血血液に対して、血液型や各種ウイルス抗原・抗体検

査を行うとともに、より感度の高い核酸増幅検査（NAT）により、血液製剤の安全

性の確保・向上を図るほか、血小板製剤に対しては細菌スクリーニングを導入し、

さらに、次の安全確保対策を実施する。 

ア 新鮮凍結血漿の貯留保管の実施 

イ 保存前白血球除去の導入（成分献血由来、全血献血由来） 

ウ 健康な献血者を確保するための、献血時における問診の強化 

エ 輸血後移植片対宿主病（GVHD）予防のため放射線照射血の供給 

オ 400mL献血及び成分献血の推進 

カ 感染症の検査を目的とした献血を行わないことの周知徹底 

キ 細菌汚染防止を目的とした初流血液の除去 

  ク 献血受付時の本人確認の実施 

  ケ 核酸増幅検査（NAT）による E 型肝炎ウイルス検査の実施 

  コ 血小板製剤に対しての細菌スクリーニングの実施 

  

（８）複数回献血の推進及び献血Web 会員サービス「ラブラッド」（以下「ラブラッド」）

会員の確保 

血液センターは、県の協力を得て複数回献血の重要性や安全性について県民に周

知するとともに、複数回献血への協力を呼び掛け、年に複数回の 400mL 献血及び

成分献血を推進する。また、必要な時に献血者を確保し安全な血液製剤を安定的に

供給するとともに、複数回献血協力者の確保や献血予約を推進するため、電子メー

ルや SNS 等で連絡が可能な献血者の「ラブラッド」への登録を次のように推進す

る。 

 ア ラブラッドの普及啓発 

(ｱ) 献血受付での「ラブラッド」会員登録勧奨 

(ｲ) 献血協力団体等に対して積極的な普及啓発 

(ｳ) 血液センターホームページ等での周知 

イ 「ラブラッド」会員へのサービス 

(ｱ) 電子メールや SNS 等によりイベントや献血協力依頼等の情報発信 

  (ｲ) 特別試写会等会員限定イベントの実施 

  (ｳ) 献血予約の受付 

  (ｴ) 献血の事前問診への回答 

(ｵ) ポイント制度の実施 

(ｶ) 血液検査結果の閲覧（アプリ、Web） 
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（９）献血の受入れ環境の整備 

血液センターは、献血者が安心して献血できる環境の整備と献血者の利便性の向

上のため、次の取組を推進する。 

  ア 献血者が安心して献血できる環境の整備 

(ｱ) 献血受入時の丁寧な対応並びに献血できなかった方に対する分かり易い説明

とその後の献血につながるための配慮 

(ｲ) 初回献血者等には、採血区分（200ml、400ml、成分採血）や安全性を丁寧

に説明し、献血者の意思を尊重（医療需要に応じた採血区分への協力要請は可） 

(ｳ) 献血者の安全を確保するための事前説明（採血手順や採血後の留意事項等）

の徹底及び採血時の安全性確保 

(ｴ) 献血者の個人情報の保護及び献血者健康被害救済制度の適切な運用 

(ｵ) 献血ルーム等における献血者に安らぎを与える環境づくりや採血後の休憩ス

ペースの十分な確保 

イ 献血者の利便性の向上 

(ｱ) 地域の実情に応じた移動採血車による計画的な採血、企業等の意向を踏まえ

た集団献血の実施による献血機会の提供 

(ｲ) 献血者が利用しやすい献血受入時間の設定 

(ｳ) 待ち時間を短縮するため事前予約の拡大 

ウ 健康管理サービスの実施 

(ｱ) 献血者に対する検査サービスの実施・充実 

(ｲ) ヘモグロビン濃度や生化学検査等の結果を活用した献血者への健康指導及び

健康相談の実施 

 

（10）まれな血液型の血液の確保 

血液センターは、まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供給を確保するた 

め、まれな血液型を持つ献血者に対し、本人の意向を踏まえ登録依頼を行うととも

に、Rh(-)の血液型の献血者の組織化を推進し、必要時に献血を依頼する。 

 

（11）献血者に対する顕彰等 

県、市町及び血液センターは、献血推進に功績のあった個人、団体等を顕彰する。

また、自発的な無償供血に抵触しない範囲において記念品を贈呈する。 

ア 献血成績優良団体等に対する知事及び日本赤十字社支部長感謝状の贈呈 

イ 献血参加者への記念品等の贈呈 

 

（12）血液製剤の使用適正化の推進 

県及び血液センターは、血液製剤の使用の適正化を図るため次の事業を行う。 

ア 石川県合同輸血療法委員会の開催 

  イ 医療機関に対する輸血用血液に関わる副作用情報等の収集・提供 

  ウ 医療機関の輸血療法委員会への協力 
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（13）血液製剤の在庫不足時の対応 

県及び血液センターは、常に血液製剤の在庫状況を把握し、血液製剤の不足が予測

される場合は、連携して県民に情報を提供し、献血者を確保する。 

 

（14）災害時等における血液の確保等 

県、市町及び血液センターは、お互いに連携し災害時における血液の確保に努める。 

    ア 石川県地域防災計画に基づく輸血用血液の供給体制の速やかな立上げ 

イ 災害発生時にあっては、必要とされる血液量の把握と広域的な献血の確保 

  ウ 新興感染症等のまん延下にあっても、安全・安心な献血環境の保持及び献血者

への感染防止の徹底並びに県民への献血協力の呼びかけの実施  
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表１ 近年の献血状況 

年 度 

 

 区 分 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 
Ｒ７年度 

見    込 

Ｒ８年度 

目  標 

献 

血 

者 

数 

(人) 

200mL 

400mL 

成  分 

1,344 

26,691 

16,526 

1,409 

26,716 

16,495 

1,425 

26,316 

16,604 

1,688 

27,136 

17,016 

1,584 

26,677 

16,732 

695 

25,989 

17,342 

計 44,561 44,620 44,345 

 

 
 

45,840 

10,600 

 7,094 

17,694 
 

44,993 

10,600 

 7,094 

17,694 
 

 

44,026 

献 

血 

量 

(㍑) 

全 血 

成 分 

10,945 

 9,329 

10,968 

 9,409 

10,811 

 9,614 

11,192 

 9,947 

10,988 

 9,554 

10,535 

 9,906 

計 20,274 20,377 20,425 21,139 20,542 20,441 

 

 

表２ 令和８年度月別献血目標 

項 目 
 
月 

R８年度 
献血目標 
（人） 

内   訳   （人） 

200mＬ 400mＬ 成 分 

 4 月 

 5 月 

 6 月 

 7 月 

 8 月 

 9 月 

10 月 

11 月 

12 月 

 1 月 

 2 月 

 3 月 

3,631 

3,674 

3,559 

3,679 

3,661 

3,579 

3,737 

3,652 

3,882 

3,789 

3,477 

3,706 

55 

54 

55 

55 

56 

57 

63 

63 

63 

62 

54 

58 

2,160 

2,170 

2,120 

2,157 

2,154 

2,101 

2,205 

2,162 

2,267 

2,242 

2,070 

2,181 

1,416 

1,450 

1,384 

1,467 

1,451 

1,421 

1,469 

1,427 

1,552 

1,485 

1,353 

1,467 

計 44,026 695  25,989 17,342 
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表 3 近年の年代別献血状況 
 

Ｒ６年度 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

年齢別 人数 比率（％） 人数 比率（％） 人数 比率（％） 

16～19歳 2,287 5.0 2,520 5.6 2,311 5.2 

20～29歳 6,305 13.8 6,164 13.7 6,079 13.8 

30～39歳 5,976 13.0 5,849 13.0 7,073 16.1 

40～69歳 31,272 68.2 30,460 67.7 28,563 64.9 

合 計 45,840 100.0 44,993 100.0 44,026 100.0 

 

 

表 4 近年の血液製剤等供給状況 

     年 度 

 

区 分 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 
R7 年度 

見    込 

R８年度 

目  標 

供 

給 

製 

剤 

(単位) 

全   血 

赤血球 

血   漿 

血小板 

0 

44,670 

15,486 

67,470 

0 

45,859 

13,617 

73,360 

0 

45,286 

15,091 

82,370 

0 

47,553 

16,057 

84,260 

  0 

44,180 

14,369 

76,470 

0 

46,500 

15,000 

81,000 

計 127,626 132,836 142,747 147,870 135,019  142,500 

原料血漿 (㍑) 12,525 12,621 12,012 12,601 11,335 11,603 

（注）血漿製剤については、平成 29年度から、単位数を新単位換算により計算している。 

 


